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◆「保育所保育指針解説」公表される 
 
平成 30年 2月 22日（木）、厚生労働省は、平成 30年 4月から改定適用される保育所保

育指針の解説を公表しました（下記 URL参照）。 

同解説は、保育所保育指針の基本的な考え方、改定の背景および経緯、方向性を示した

上で、保育所保育指針に示された各事項にかかる留意点等を記しています。 

 

【保育所保育指針解説（PDF）掲載 URL】 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/kaisetu.pdf 

 

なお、本解説においては、１ 職員の資質向上に関する基本的事項（１）保育所職員に求

められる専門性（363～364ページ）において、保育所の職員には「特に高い倫理観が求め

られる」と記したうえで、「全国保育士会倫理綱領」について触れ、「保育士に求められる

子ども観やそれを踏まえた保育の基本姿勢及び保育士としての使命と役割を掲げた上で、

子どもの最善の利益の尊重、プライバシーの保護、子どもの立場に立って言葉にできない

思いやニーズを的確に代弁することなど、保育士の職務における行動の指針が示されてい

る」と、紹介しています。 
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